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告 示■

◎群馬県告示第２１５号

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７条の９第１項の規定により、第一種市街地再開発事業の施行を次

のとおり認可した。

令和２年８月１１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 施行者の氏名又は名称 山本高治郎及び関東建設工業株式会社

２ 事業施行期間 令和２年８月１１日から令和４年１２月３１日まで

３ 施行地区 太田市浜町３番１９、３番２３、３番３７、３番３８、３番４３、３番４４、４番１から４番５ま

で及び４番８から４番１５までの全部並びに３番２４先道路、３番２４先水路、３番２４先土揚敷、４番２先道

路、４番２先水路、４番６先道路及び４番６先水路並びに３番２４、３番２６、４番６及び４番７の各一部

４ 第一種市街地再開発事業の名称 太田市浜町第二地区第一種市街地再開発事業

５ 事務所の所在地 太田市飯田町１５４７ ＯＴＡ スクエアビル７階

６ 施行認可の年月日 令和２年８月３日

７ 施行者の住所

山本高治郎 太田市本町１番１８号

関東建設工業株式会社 太田市飯田町１５４７ ＯＴＡ スクエアビル７階

８ 事業年度 毎年４月１日から翌年３月３１日まで

９ 公告の方法 事務所の掲示板のほか代表者が適当と認める場所に掲示するものとし、特に必要があるときは、

官報に掲載して行う。

１０ 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限 個別利用区の定め無し

１１ 権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限 令和２年９月１１日

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活こども部県民

活動支援・広聴課において縦覧に供する。

令和２年８月１１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和２年７月２２日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ぱわふる

３ 代表者の氏名 冨澤文子

４ 主たる事務所の所在地 高崎市上里見町３３３番地２

５ 定款に記載された目的 この法人は、障害を持つ人たち、高齢者、児童、その他地域住民に対して、医療福祉

や文化、スポーツ等に関する活動や農産物の栽培や自然保護活動、災害救助支援などを通じて、地域社会の貢献

に寄与することを目的とする。又、これらの活動に地元企業・団体・個人等が参加することにより安全で活力あ

るまちづくりの構築に寄与するとともに経済活動の活性化に寄与する事を目的とする。又、環境保護と子供の健
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全育成に寄与する事を併せて目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８条第１項の規定により牛の平土地改良区の設立を適当と決定した

ので同条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和２年８月１１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 縦覧に供する書類

(1) 定款の写し

(2) 土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 令和２年８月１２日から同年９月８日まで

３ 縦覧に供する場所 片品村役場

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８条第１項の規定により境小此木東部土地改良区の設立を適当と決

定したので同条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和２年８月１１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 縦覧に供する書類

(1) 定款の写し

(2) 土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 令和２年８月１２日から同年９月８日まで

３ 縦覧に供する場所 伊勢崎市役所

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により県営牛の平土地改良事業計画を定めたの

で、同条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和２年８月１１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 縦覧に供する書類 土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 令和２年８月１２日から同年９月８日まで

３ 縦覧に供する場所 片品村役場

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により県営境小此木東部土地改良事業計画を定

めたので、同条第５項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。
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令和２年８月１１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 縦覧に供する書類 土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 令和２年８月１２日から同年９月８日まで

３ 縦覧に供する場所 伊勢崎市役所

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和２年８月１１日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡明和町下江黒５２８－４ 邑楽郡明和町下江黒５２７番地１
新橋貴史

２ 邑楽郡明和町新里５４２－１ 邑楽郡明和町新里５６７番地１
堀口純一

３ 富岡市黒川字小塚７０４－３、７０４－４、７０４ 安中市板鼻１４８－１
－５、７０４－６、７０５－５、７０５－６、７０ 株式会社トヨナガ 代表取締役 長尾秀夫
５－７、字下小塚７５５、７５６、７５６－２、７
５８－１、７６０－１、７６０－２
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